
第２回 川西市における就学前教育保育の

拠点施設のあり方検討部会 次第

令和 5年 7月 31 日（月）14：00～16：00

場所：市役所 4階庁議室（Zoom 併用）

１．開会

２．議事

（１）拠点施設が担うべき機能や役割について

（２）その他

３．閉会



◆第 1回部会での意見まとめ【拠点施設が取り組む具体的な内容について】

《市全体の教育保育の質の向上を図るための拠点施設としての取組内容》

１．研修の実施

（１）研修内容について

・全体研修、分野別研修、キャリア別研修、キャリアアップ研修、実践型研修などの実施
・不適切保育や虐待、安全管理についての研修の実施
・職員が保育の悩みなどを自由に語ることができる場の提供
・若手職員同士が保育について話し合うことができる相談会の実施

（２）研修の実施方法について

・ZOOMの活用、アーカイブ配信やビデオライブラリーなどによる研修実施
・アウトリーチ型、職員派遣型による研修実施

（３）その他研修について

・研修受講者が各自の園所にて研修内容を還元することで、研修内容が園所全体に波及していくような仕組み
の構築が必要

２．幼保小の連携

・拠点施設がコーディネート役となり、近隣の就学前施設に通う子どもたちを集め、みんなで小学校に行って
給食を食べたり、授業を見たりするなど、小学校との交流を実施

・さまざまな自治体で協議会を設置するなど体制はつくっているが、十分に機能しているとは言い難いのが現状
・小学校の連携については、校長先生や教頭先生など積極的に取り組む人がいる時はうまくいくが、その人が
異動すると元に戻ってしまうことがあるので、きちんと制度化をすることも大切

・小学校だけではなく、拠点施設があることで関係団体や大学などさまざまなところと繋がることができる、
そういったコーディネート機能を担う役割も大きい

３．教育保育の共通カリキュラムの運用や川西市における教育保育水準について

・就学前教育保育施設は私立が約８割を占めており、私立も幼稚園教育要領や保育所保育指針などに基づいた
教育保育を実施しているが、それぞれの理念や特色が強く出ることもあるため、川西市における教育保育の
水準をきちんと示すことができればよい

・ただし、それを市全体に広げていくやり方には工夫が必要
・他の自治体では就学前の教育保育カリキュラムを作成し、運用しているところもあるので、そういった事例
も参考にし、川西市に合うやり方を検討してほしい

４．特別な支援が必要な子どもの支援

・障がいを持っている子どもや外国にルーツを持つ子どもなどの教育保育について、喫緊の課題であり、
ノウハウの構築やそれを共有していくことが必要

・特別な支援が必要な子どもとの関わり方などの研修を実施

５．その他

・拠点施設を評価する仕組みをきちんと構築する
・職員のキャリアパスへの支援の実施（職員の定着や人手不足への対応など）
・市立と私立が一緒に協力してやっていけるような関係性を築いていくことが大切

《地域の子育て支援としての拠点施設としての取組内容》
・保護者をはじめ地域の子育ての拠点施設としての役割
・家庭教育や子育て支援といった取り組みの実施
・子どもの発達についての研修の実施
・特別な支援が必要な子どもを持つ保護者向けの研修実施
・研修を受講する方は何か悩みなどを持っていると思うので、研修受講後などに相談できるような窓口として
の機能があるとよい
・子育て中の方が相談できる窓口としての機能
・保護者同士が子育ての悩みなどを自由に語ることができる場の提供
・保護者同士の関係を作っていく上で、他の保護者の話を聞きながら自らの子育てを振り返ることができるなど、
ペアレントトレーニングの実施は有効だと思う

市全体の教育保育の質の向上を図るために、
拠点施設が担うべき機能（案）

１．「コーディネート機能」

拠点施設が中心となり、担当する地域の園所や小学校、関係団体とを結びつける。
（園所間での研修実施、園所と小学校との連携や接続など）

２．「シェアリング機能」

市や教育委員会がめざす教育保育方針や国・県から示される方針などについて、速やかに周知
徹底及び浸透を図り、市の施設全体が共通認識を持ち、ベクトルを合わせた取り組みができる
よう導く。

３．「セーフティネット機能」

障がいを持つ子どもをはじめ特別な配慮が必要な子どもについて、希望する園所での受け入れ
や教育保育の質の向上を図るため、先導的な役割を果たす。
（経済的に困窮している世帯の子どもや外国にルーツをもつ子どもなども含む）

拠点施設が取り組む具体的な内容について委員のみなさまからいただいた意見を
踏まえ、拠点施設が担うべき機能を以下の３つに分類

本市では、子育て中の親子の交流や子育てに関する情報提供、不安や悩みを相談できる「地域
子育て支援拠点」を市内の７中学校区すべてに設置をしており、市全体の教育保育の質の向上
を図るために位置づける拠点施設との整理や役割分担などについて、今後併せて検討を進めて
いきます。

資料１

評価する仕組みの構築やキャリアパスへの支援など、いただいたご意見を踏まえ、拠点施設の
あり方と併せて検討を進めます。



◆拠点施設として位置づける施設について 資料２

１．「市立就学前教育保育施設の果たすべき役割」と「拠点施設が担う機能」について

「市立就学前教育保育施設の果たすべき役割」 ※子ども・若者未来計画（P.98） 抜粋

① 教育的役割

私立の就学前教育保育施設では、独自の特色ある教育を行っている施設があります。それに対し、市立就学

前教育保育施設は一定の質が確保された教育保育を推進することに加え、子どもたちを取り巻く環境が変化す

る中で、その時々の社会の状況において求められる教育保育に関する研究・実践に取り組むなど、教育保育の

水準を示していく必要があります。

② 福祉的役割

保護者の経済的な負担を極力減らしつつ、さまざまな困難を抱える家庭や障がい、アレルギー等、特別な支

援が必要な児童を受け入れるなど、先導的な役割を果たす必要があります。

③ 施設間連携

それぞれの施設と各学校との円滑な接続や地域との連携を図るため、就学前教育保育施設及び地域型保育事

業所、その他の認可外施設間のコーディネーターとしての役割を担う必要があります。

資料１にて分類した拠点施設が担うべき機能とほぼ同じ内容となっている

２．拠点施設として位置づける施設について

「拠点施設が担うべき機能 ≒ 市立就学前教育保育施設の果たすべき役割」となっていること、障がい児は

市立で多く受け入れており、これまで培ってきた経験やノウハウなどを有していることなどを踏まえ、子ど

も・若者未来計画に記載のとおり、市立認定こども園を拠点施設として位置づける。

特に、セーフティネット機能については、障がい児をはじめ特別な支援が必要な子どもへの教育保育の質を

向上を図るためには、市立がこれまで培ってきた経験やノウハウを私立と共有するなど連携をさらに深める

必要があるため、市立が先導的な役割を果たす必要があると考える。

【P.101 市立認定こども園 事業計画】
就学前教育保育に関し、研究・実践を進め、その成果を地域の私立就学前教育保育施設と共有するなど、就学前教育保育に
関する質の向上などに関する地域の拠点となる施設とするよう、本計画期間中に検討し、令和 7年度からの次期子ども・若
者未来計画に反映します。

①「教育的役割」≒「シェアリング機能」

②「福祉的役割」≒「セーフティネット機能」

③「施設間連携」≒「コーディネート機能」



◆第３回部会（R5.8.31 開催）での審議内容について 資料３

本日ご審議をいただく「拠点施設が担うべき機能や役割」を踏まえ、次回（R5.8.31）の部会では
以下の２点について、ご審議を賜りたいと考えています。

〈第３回あり方検討部会 審議予定内容〉

１．拠点施設として位置づける施設数

市立認定こども園は現在、市内に４園あり、令和10年度に新たに２園の開設をめざして検討を進めているとこ

ろです。

第１回と第２回でご審議をいただいた拠点施設が担うべき機能や役割、具体的な取り組み内容を踏まえた上で、

拠点施設に位置づける市立認定こども園は１施設でよいのか、それとも複数施設を拠点施設に位置づける必要があ

るのかなどについてご審議を賜りたいと考えています。

・既設の市立認定こども園 … ①牧の台みどりこども園、②加茂こども園、③川西こども園、④川西北こども園
・令和１０年度開設予定園 … ①久代幼稚園・川西南保育所を一体化した認定こども園

②多田幼稚園・多田保育所を一体化した認定こども園 ※各施設の位置図は資料４を参照

２．１つの拠点施設が担当する範囲の考え方

１の拠点施設に位置づける施設数をご審議いただくにあたり、１つの拠点施設が担当できる範囲の考え方も併せ

て検討する必要があると考えています。

拠点施設が担う３つの機能や具体的な取り組み内容を実施するにあたり、１つの拠点施設で担当できる範囲はど

こまでなのか。１つの拠点施設で市域全体を担当することが可能なのか、複数の拠点施設を設置して担当をする必

要があるのか、などについてご審議を賜りたいと考えています。

また、拠点施設に位置づけをしない市立認定こども園が生じる場合、その将来的なあり方についても併せてご意

見を賜りたいと考えています。

複数の認定こども園を拠点施設に位置づけるとした場合、１つの拠点施設が担当する範囲の考え方について、就

学前教育保育の施設数とするのか、拠点施設からの距離とするのか、児童数とするのかなど、一定の基準に基づい

て検討をする必要がありますので、その考え方についてもご意見等を頂戴したいと考えています。

拠点
施設

1つの拠点施設が
担当する範囲

就学前教育保育施設

・施設数？

・拠点施設からの距離?

・児童数？

〈1つの拠点施設が担当する範囲の考え方〉

第３回で上記の内容をご審議いただくにあたり、必要な資料等があれば事務局までご連絡ください



◆幼稚園・認可保育所・認定こども園等の配置状況（令和 5年 4月時点）

保育所

川西南保育所
小戸保育所
川西中央保育所
多田保育所
鶴之荘保育園

川西共同保育園

川西共同保育園栄町分園
アイグラン保育園キセラ川西
パステル保育園
ちきゅうっこ保育園
多田こどもの森保育園
エンゼルキッズ多田
畦野こどもの里保育園
つくしんぼ保育所
つくしんぼ保育所畦野駅前分園
山子屋保育園

認定こども園

加茂こども園
川西こども園
牧の台みどりこども園
川西北こども園
あおい宙川西
かわにしひよし
向陽台あすのこども園
川西けやき坂保育園
新清和台こども園
めぐみ学園
エンゼルキッズ山下
山下教会めぐみ園
美山こども園

小規模保育事業所※

あおい宙くしろ
アップル保育園久代
栄根おうち保育園
YMCAかわにし保育園
キッズスクエア ウッディトーマス
清和台おうち保育園
はっぴぃばーす

幼稚園

久代幼稚園
多田幼稚園
清和台幼稚園
東谷幼稚園
鶴之荘幼稚園
親和幼稚園
藤ヶ丘幼稚園
平野幼稚園
緑台幼稚園

地域保育園

K・Iキッズ保育園

企業主導型保育事業所

川西フレッサ保育園
保育所 かたつむりランド
宝塚医療大学附属保育園
アマナ保育園
ハートフルキッズかわにし
ちびっこ保育園キセラ
えんじぇるうぃっしゅ保育園
H2O（ｴｲﾁ･ﾂｰ･ｵｰ）保育園川西
YPC保育園 小戸
あいぐらん保育園川西美園町
エンゼルキッズ清和台
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資料４

※現在、令和6年 4月開設予定の小規模保育事業者の公募を実施中（4事業者募集）


